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（参考）

法 ：都市計画法（昭和43年法律第100号）

令 ：都市計画法施行令（昭和44年政令第158号）

規則：都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号）

細則：都市計画法施行細則（昭和46年京都府規則第45号）

（実線囲み内の記載）：法、令、規則

（点線囲み内の記載）：細則、府が定めた基準

上 記 囲 み 以 外 の 記 載：囲み内の記載に係る取扱い


